様式第4号(第13条関係)その3

	
都市施設設置工事事前協議書(公園)

　　年　　月　　日

　大阪府知事　様

協議者　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

電話番号　　　　　　　　　　　　　　　

　大阪府福祉のまちづくり条例第40条第1項の規定により、次のとおり協議します。

	　
	※
	　

	　
	1　公園の所在地
	　
	　
	

	
	2　公園の名称
	　
	　
	

	
	3　公園区域の面積
	m2
	　
	

	
	4　工事着手予定日
	　　　　　　年　　　月　　　日
	　
	

	
	5　工事完了予定日
	　　　　　　年　　　月　　　日
	　
	

	
	6　連絡先
	会社名
担当者名　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　
	

	　

	　
	受付年月日
	受付番号
	協議成立年月日
	※
	　

	
	※
	※
第　　　　　号
	※
	
	

	
	
	
	
	
	

	【注意】　都市施設事前協議項目表を添付してください。
　　　　　※印のある欄は記入しないでください。
　　　　　














様式第5号(第13条関係)その3
	　都市施設事前協議項目表(公園)

	　
	公園の名称
	　
	　

	
	公園の所在地
	　
	

	　○一般基準

	　
	施設等
	チェック項目
	　
	　

	
	出入口
	①出入口の幅は120cm以上であるか(地形の状況等によりやむを得ないときは90cm)
	　
	

	
	
	②車止めを設ける場合、1以上は90cm以上の幅を確保しているか
	　
	

	
	
	③出入口から150cm以上の水平面を確保しているか(地形の状況等によりやむを得ないときはこの限りでない)
	　
	

	
	
	④段が設けられていないか
	　
	

	
	
	⑤地形の状況等によりやむを得ず段を設ける場合、傾斜路等を併設しているか
	　
	

	
	通路
	①幅は120cm以上確保しているか
	　
	

	
	
	②段が設けられていないか
	　
	

	
	
	③地形の状況等によりやむを得ず段を設ける場合、傾斜路等を併設しているか
	　
	

	
	
	④縦断勾配は5％以下としているか(地形の状況等によりやむを得ないときは8％)
	　
	

	
	
	⑤横断勾配は1％以下としているか(地形の状況等によりやむを得ないときは2％)
	　
	

	
	
	⑥路面は滑りにくい仕上げであるか
	　
	

	
	
	⑦通路を横断する排水溝のふたはつえ、車椅子のキャスター等が落ちない構造のものか
	　
	

	
	
	⑧階段の上端及び下端に近接する通路の部分には、視覚障害者誘導ブロックを設けているか
	　
	

	
	階段
	①両側に手すりを設けているか(地形の状況等によりやむを得ないときはこの限りでない)
	　
	

	
	
	②回り段は設けられていないか(地形の状況等によりやむを得ないときはこの限りでない)
	　
	

	
	
	③踏面は滑りにくい仕上げであるか
	　
	

	
	
	④段はつまずきにくいものか
	　
	

	
	
	⑤両側に立ち上がり部を設けているか(側面が壁面である場合を除く)
	　
	

	
	階段を設ける場合
	①傾斜路等を併設しているか
	　
	

	
	傾斜路
	①幅は120cm以上であるか(階段又は段に併設する場合は90cm)
	　
	

	
	
	②縦断勾配は8％以下としているか
	　
	

	
	
	③横断勾配は設けられていないか
	　
	

	
	
	④路面は滑りにくい仕上げであるか
	　
	

	
	
	⑤高さが75cmごとに踏幅150cm以上の踊場が設けられているか
	　
	

	
	
	⑥両側に手すりを設けているか(地形の状況等によりやむを得ないときはこの限りでない)
	　
	

	
	
	⑦両側に立ち上がり部を設けているか(側面が壁面である場合を除く)
	　
	

	
	転落防止
	①転落するおそれのある場所には、転落防止のさく等が設けられているか
	　
	

	
	水飲場
	①水飲場は高齢者、障害者等が利用しやすい構造であるか
	　
	

	
	標識
	①標識を設ける場合は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであるか
	　
	

	
	
	②公園施設の配置を表示した標識を設けているか(1,000m2以上の公園に限る。1以上)
	　
	

	
	
	　(1)園路及び広場の出入口の付近に設けているか
	　
	

	
	
	　(2)視覚障害者が円滑に利用することができる構造か
	　
	

	
	
	　(3)標識の前の床面には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設しているか
	　
	

	　



